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第８章 準備書に対する意見の概要及び事業者の見解 

8.1 準備意見の概要及び事業者の見解 

環境影響評価準備書に対する環境の保全の見地からの意見（準備意見）の概要及び事業者の見解

は、表 8.1.1 に示すとおりである。 

準備書説明会における意見の概要及び事業者の見解は、表 8.1.2 に示すとおりである。 

また、市長意見並びに事業者の見解及び当該見解に基づいて事業者が講じた措置は、表 8.1.3 に

示すとおりである。 

表 8.1.1 準備意見の概要及び事業者の見解 

準備意見の概要 事業者の見解 

１．全般的事項 

ア 事業計画 

駐車料金やシャトル

バス料金はかかります

か。また、いくらになり

ますか。 

万博Ｐ＆Ｒ駐車場は、事前に来場予約された方の利用

に限定する予定としており、車１台ごとの駐車料金は、

現在、検討中です。 

また、駐車場と万博会場を結ぶＰ＆Ｒシャトルバスに

ついては、駐車場利用の方に限定し、無料で乗車頂くこ

とを検討しています。 

誘導のためのインセ

ンティブとは何ですか。 

万博Ｐ＆Ｒ駐車場来場時に、高速道路利用を誘導する

ため、阪神高速５号湾岸線の尼崎東海岸出入口を利用さ

れた方を対象に、相対的に駐車料金の負担を引き下げる

インセンティブを検討しています。 

高齢者・乳幼児が同乗

しているかどうかはど

のように確認するので

すか。また、どの道路に

誘導されるのですか。 

高齢者・乳幼児、妊婦の同乗等、特段の事情のある方

は、事前の駐車場予約時に申告頂くことを検討していま

す。 

また、予約時にお示しする推奨経路については、混雑

している五合橋線を通行しないよう、尼宝線・大物線の

利用を推奨する考えです。 

朝の通勤と夕方の帰

宅の際の交通渋滞が気

になります。どのように

誘導するのですか。本当

に渋滞は起こらないの

でしょうか。 

万博Ｐ＆Ｒ駐車場への来場時、退場時の渋滞対策、交

通誘導対策として次の対策を検討しています。 

① 朝夕などの交通量の多い時間帯に、来場車両が集中

することを避けるため、時間帯別の交通容量に応じ

た駐車場利用上限枠を設けた事前予約制とすること

で、来場車両数をコントロールして交通への影響を

できるだけ小さくすることを検討します。 

② 万博Ｐ＆Ｒ駐車場は、原則として神戸市以西を出発

地とされる方に阪神高速５号湾岸線を利用して来場

いただくことを基本に検討します。 

③ 尼崎東海岸出入口を利用した方を対象に、相対的に

駐車料金の負担を引下げるインセンティブを検討し

ます。 

④ その他、違法駐車対策、尼崎東海岸出口の一時停止

規制の見直しや交差点信号の時間調整などを検討し

ます。 

  



8-2 

表 8.1.2 準備書説明会における意見の概要及び事業者の見解 

準備書説明会における意見の概要 事業者の見解 

１．全般的事項 

ア 事業計画 

駐車場周辺にある工

場や物流等の事業者に

とって、万博交通による

交通混雑等の影響がど

の程度出るのか教えて

いただきたい。 

駐車場周辺道路において、万博交通によって交通混雑

等の影響を生じないよう、万博Ｐ＆Ｒ駐車場への来場車

両については、原則阪神高速５号湾岸線を利用していた

だくよう誘導することを検討しています。また、阪神高

速５号湾岸線尼崎東海岸出入口から万博Ｐ＆Ｒ駐車場に

至る一般道については、一時停止規制の変更、清掃局第

２工場前交差点の信号時間の調整等により円滑な交通と

なるよう検討しています。令和３年度の交通量をもとに、

これらの対策を実施した場合の交通シミュレーションを

行った結果、渋滞は発生しない結果となっておりますが、

改めて、令和５年度に交通量調査を行い、精査する予定

です。 

表 8.1.3(1) 市長意見並びに事業者の見解及び当該見解に基づいて事業者が講じた措置 

市長意見 事業者の見解・講じた措置 

１．全般的事項 

ア 事業計画 

準備書においては、検

討・構想段階にある事項

が多く含まれているこ

とから、最新の事業計画

に基づき評価書を作成

すること。 

令和５年 11 月に公表した「大阪・関西万博来場者輸

送具体方針（アクションプラン）第３版」及び交通計画

検討の進捗に基づき、評価書を作成しました。 

準備書または評価書

で示す事業計画と実際

の事業内容に変更が生

じた場合には、市と協議

し、適切に対応するこ

と。 

評価書で示す事業計画と実際の事業内容の変更によ

り、環境への影響が拡大又は増大するおそれのある場合

は、市と協議し、適切に対応します。 

イ 調査・予

測・評価 

評価書の作成時にお

いて事業計画が明確に

ならない事項について

は、様々な状況を想定し

たうえで、調査・予測・

評価を行うこと。 

様々な状況を想定し、評価書において、大気質（船舶

の運航）の予測・評価、水質（施設の整備・撤去、施設

の稼働）の評価を行っています。 

ウ 環境保全

措置 

環境保全措置につい

ては十分に検討を行い、

目的を明確にしたうえ

で、可能な限り措置の内

容及びその効果を具体

的に示すこと。 

環境保全措置について十分に検討を行い、目的を明確

にした上で、可能な限り措置の内容及びその効果が具体

的となるよう、評価書へ追記・更新しました。 

準備書で示した環境

保全措置の実施はもと

より、事業計画の検討の

進展に応じ、最善の利用

可能な技術を積極的に

採用し、実行可能な範囲

でできる限り環境負荷

を回避・低減すること。 

環境保全措置について、事業計画の検討の進展に応じ、

最善の利用可能な技術を積極的に採用し、実行可能な範

囲でできる限り環境負荷を回避・低減することとし、評

価書へ追記・更新しました。 
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表 8.1.3(2) 市長意見並びに事業者の見解及び当該見解に基づいて事業者が講じた措置 

市長意見 事業者の見解・講じた措置 

２．個別事項 

(1) 大気質・騒
音・振動 

駐車場の規模を踏ま
えると、来場・退場車両
を合わせて最大で約
6,000 台の交通量が生じ
る可能性があり、適切な
交通流対策が必要不可
欠である。これを踏ま
え、次の事項について評
価書に記載すること。 

 

来場・退場車両につい
ては阪神高速5号湾岸線
に誘導することが基本
となっているが、阪神高
速５号湾岸線に誘導す
るために実施する対策、
または保全対象地域に
おける交通量の増加を
回避・軽減するために実
施する対策について最
新の事業計画に基づき
示すこと。 

令和５年 11 月に公表した「大阪・関西万博来場者輸送
具体方針（アクションプラン）第３版」及び交通計画検討
の進捗に基づき、評価書へ追記しました。 

配慮が必要な来場者
の誘導先として見解書
で言及のあった尼宝線・
大物線において生じる
おそれのある環境負荷
を示すとともに、必要に
応じて環境負荷を軽減・
低減するための措置に
ついても検討すること。 

やむを得ず万博Ｐ＆Ｒ駐車場利用が必要な施設利用車
両として想定される台数は、現況交通量と比較して極め
て少ないことから、大気質・騒音・振動への影響はほとん
どないと考えています。これについて評価書へ追記しま
した。 

(2) 水 質 

事業計画地において
発生する各種排水の放
流地点を示すこと。ま
た、排水を公共用水域に
放流する場合には、放流
先の水質等を踏まえ、必
要な措置を講じたうえ
で放流すること。 

工事中の雨水、施設の供用中に設置するトイレ等から
発生する汚水の放流地点について、評価書へ追記しまし
た。また、工事中の環境保全措置の内容について、評価書
へ追記しました。 

駐車場利用者を対象
としたトイレについて
は、想定される利用者
数、し尿の発生量、し尿
を処理する設備・施設の
処理能力及び講じる措
置等を示すとともに、公
衆衛生上の支障が生じ
ないようトイレ排水を
適切に処理すること。 

駐車場利用者を対象としたトイレについては、利用想
定に基づき算定した設備・施設の処理能力、講じる措置
等を評価書に追記しました。また、評価書に記載する環
境保全措置を講じることにより、公衆衛生上の支障が生
じないようトイレ排水を適切に処理します。 
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表 8.1.3(3) 市長意見の概要及び事業者の見解 

市長意見の概要 事業者の見解 

(3) 地下水・土

壌汚染 

事業計画地は廃棄物

処理法に基づく指定区

域には該当しないが、最

終処分場であることか

ら土地の形質の変更を

行う場合には「最終処分

場跡地形質変更に係る

施行ガイドライン」に準

じた対応を行うこと。 

事業計画地は、廃棄物処理法に基づく指定区域には該

当しませんが、「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガ

イドライン」に準じて、廃棄物層からの覆土 50cm を確保

するとともに、盛土及び工作物の設置に伴って発生する

荷重により、最終処分場の機能に支障を来さないような

施工とします。これについて評価書へ追記しました。 

事業予定地は埋立地

であるとともに土壌汚

染のおそれがあること

から、新たな地下水及び

土壌の汚染が生じない

ように施工すること。 

掘削範囲は、土壌汚染のおそれのない覆土の表層付近

のみとし、埋立層の土壌には影響を与えないような施工

とします。これについて評価書へ追記しました。 

(4) 廃棄物 

駐車場利用に際し発

生する廃棄物について

も発生抑制及び分別の

徹底のための措置を講

じること。 

駐車場管理運営施設において発生する廃棄物について

は、「尼崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」に

基づき、分別収集・紙資源のリサイクル等により発生量

を抑制すること、来場者に対してごみの持ち帰りを呼び

かける等、発生量を抑制することについて、評価書へ追

記しました。 

３．その他 

本事業に変更が生じた場合において

も、環境保全措置の後退及び各種手続き

に不備等が生じないよう十分に注意す

ること。 

本事業に変更が生じた場合においても、環境保全措置

の後退、各種手続きに不備等が生じないよう十分に注意

します。 

駐車場の整備・撤去工事及び供用中に

おいて、環境が損なわれていると認めら

れる場合については適切な措置を講じ、

速やかに事態の解決を図ること。 

本事業では事後調査は実施しませんが、環境上の支障

が生じたと認められる場合は速やかに事態の解決を図り

ます。 

関係住民・事業者と適切なコミュニ 

ケーションを図るとともに、要望・苦情

等があった場合は、真摯に対応するこ

と。 

工事に際しては事前に周知を図り、関係住民、駐車場

周辺の工場・運輸事業者から要望等があった場合は真摯

に対応します。 

評価書等の作成にあたっては、平易な

言葉を用いるほか、図表・写真を用いる

等により広く市民が理解しやすい内容

とするとともに、内容を十分に精査し、

可能な限り最新の情報を踏まえた内容

とすること。 

評価書等の作成に当たっては、市民が理解しやすい内

容とするとともに、内容を十分に精査し、可能な限り最

新の情報を踏まえた内容としました。 
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8.2 準備書の記載事項についての修正 

環境影響評価準備書の記載事項に係る主な修正内容は、表 8.2.1 に示すとおりである。 

表 8.2.1(1) 環境影響評価準備書の記載事項に係る主な修正内容 

評価書のページ 章 節項 修正事項 修正内容及び理由 

2-1～2-11、 

2-13～2-18 

２ 

対象事業の名称、目的、

位置及び規模その他対

象事業の内容 

事業計画について

の追記 

市長意見を踏まえ、事業計

画について追記しました。 

2-9 

2.6 事業計画の内容 

2.6.2 土地利用計画、

施設計画、交通計画、工

事計画、関連事業の状

況等 

事業計画地のレイ

アウトの更新 

最新の工事計画に基づき、

更新しました。 

2-15～2-18 
2.6 事業計画の内容 

2.6.4 その他基本的

な諸元 

環境保全措置の具

体的な内容の追記 

市長意見を踏まえ、環境保

全措置の具体的な内容を追

記しました。 

2-15～2-16 

条例番号の追記 条例番号が付されていない

ものがあるため、追記しま

した。 

3.1-11 

３ 

3.1 社会の概況 

3.1.4 利水等 

条例番号の追記 条例番号が付されていない

ものがあるため、追記しま

した。 

武庫川についての

追記 

武庫川についての記載がな

かったため、追記しました。 

3.1-26 
3.1 社会の概況 

3.1.7 文化財 

条例番号の追記 条例番号が付されていない

ものがあるため、追記しま

した。 

3.1-45、3.1-48、 

3.1-50、3.1-55、 

3.1-57、3.1-64、 

3.1-69、3.1-75～ 

3.1-78、3.1-80～ 

3.1-82、3.1-84～ 

3.1-85、3.1-99～ 

3.1-100 

3.1 社会の概況 

3.1.8 関係法律・条例

などによる指定・規制

など 

条例番号の追記 条例番号が付されていない

ものがあるため、追記しま

した。 

3.1-45 

環境上の基準の追

記 

環境上の基準についての記

載がなかったため、追記し

ました。 

3.1-60、3.1-64 

兵庫県の条例であ

る「環境の保全と創

造に関する条例」に

ついての追記 

兵庫県の条例である「環境

の保全と創造に関する条

例」についての記載がなか

ったため、追記しました。 

3.1-81 

「浄化槽法」及び

「兵庫県浄化槽指

導要綱」の追記 

トイレに由来する排水に関

係する規制について、「浄

化槽法」及び「兵庫県浄化

槽指導要綱」の記載がなか

ったため、追記しました。 
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表 8.2.1(2) 環境影響評価準備書の記載事項に係る主な修正内容 

評価書のページ 章 節項 修正事項 修正内容及び理由 

3.1-60、3.1-64、 

3.1-68～3.1-69、 

3.1-75～3.1-76、 

3.1-80、3.1-82 

３ 

3.1 社会の概況 

3.1.8 関係法律・条例

などによる指定・規制

など 

事業及び事業計画

地との関係性につ

いての追記 

法令について、事業及び事

業計画地との関係性につい

ての記載がなかったため、

追記いたしました。 

3.1-76～78 

排水基準の更新、説

明文の追記 

条例の改正を踏まえ、排水

基準を更新するとともに、

説明文を追記しました。 

3.2-4 

3.2 自然の概況 

3.2.1 地象 

条例番号の追記 条例番号が付されていない

ものがあるため、追記しま

した。 

3.3-14、3.3-17 

3.3 環境の概況 

3.3.2 騒音・振動 条例番号の追記 

条例番号が付されていない

ものがあるため、追記しま

した。 

3.3-19 
3.3 環境の概況 

3.3.4 水質 

条例番号の追記 条例番号が付されていない

ものがあるため、追記しま

した。 

3.3-62～3.3-63 
3.3 環境の概況 

3.3.11 景観 

臨海部工業景観範

囲の修正 

用途地域の更新に伴い、臨

海部工業景観に指定されて

いることから、修正しまし

た。 

4-1～4-3、 

4-5～4-6 

４ 事前環境配慮の内容 

事業計画について

の追記 

市長意見を踏まえ、事業計

画について追記しました。 

4-1～4-6 

環境保全措置の具

体的な内容の追記 

市長意見を踏まえ、環境保

全措置の具体的な内容を追

記しました。 

4-2 

条例番号の追記 条例番号が付されていない

ものがあるため、追記しま

した。 

6.1-21 

６ 

6.1 大気質 

6.1.2 予測及び評価

の結果 

事業計画について

の追記 

市長意見を踏まえ、事業計

画について追記しました。 

環境保全措置の具

体的な内容の追記 

市長意見を踏まえ、環境保

全措置の具体的な内容を追

記しました。 

条例番号の追記 条例番号が付されていない

ものがあるため、追記しま

した。 

6.1-15～6.1-16、 

6.1-19、6.1-21、 

6.1-28、6.1-33、 

6.1-37～6.1-42 

大気質地上気象の

観測高さ及び予測

結果の修正 

引用元資料の修正に伴い、

大気質地上気象の観測高さ

及び予測結果を修正しまし

た。 

6.1-13、6.1-19～

6.1-20 

工事関連車両の運

行台数及び予測結

果の更新 

最新の工事計画に基づき、

更新しました。 

6.2-12 

6.2 騒音 

6.2.2 予測及び評価

の結果 

事業計画について

の追記 

市長意見を踏まえ、事業計

画について追記しました。 

環境保全措置の具

体的な内容の追記 

市長意見を踏まえ、環境保

全措置の具体的な内容を追

記しました。 
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表 8.2.1(3) 環境影響評価準備書の記載事項に係る主な修正内容 

評価書のページ 章 節項 修正事項 修正内容及び理由 

6.2-9～6.2-11 

６ 

6.2 騒音 

6.2.2 予測及び評価

の結果 

工事関連車両の運

行台数及び予測結

果の更新 

最新の工事計画に基づき、

更新しました。 

6.3-13 6.3 振動 

6.3.2 予測及び評価

の結果 

事業計画について

の追記 

市長意見を踏まえ、事業計

画について追記しました。 

環境保全措置の具

体的な内容の追記 

市長意見を踏まえ、環境保

全措置の具体的な内容を追

記しました。 

6.3-10 
工事関連車両の運

行台数の更新 

最新の工事計画に基づき、

更新しました。 

6.4-1～6.4-2 

6.4 水質 

6.4.1 評価の結果 

環境保全措置の具

体的な内容の追記 

市長意見を踏まえ、環境保

全措置の具体的な内容を追

記しました。 

6.4-4 

設備・施設の処理能

力、講じる措置等の

追記 

市長意見を踏まえ、設備・

施設の処理能力、講じる措

置等を追記しました。 

6.4-1 
事業計画地のレイ

アウトの更新 

最新の工事計画に基づき、

更新しました。 

6.6-3 

6.6 廃棄物 

6.6.2 予測及び評価

の結果 

発生量の根拠、考え

方の追記 

発生量の根拠、考え方の記

載が不十分であったため、

追記しました。 

発生量の更新 最新の工事計画に基づき、

更新しました。 

6.7-2～6.7-3 
6.7 資源循環 

6.7.2 予測及び評価

の結果 

再生資源使用量に

ついての追記 

再生資源使用量について記

載が不十分であったため、

追記しました。 

6.7-2～6.7-4 

廃棄物の発生量・再

資源化量及び再生

資源使用量の更新 

最新の工事計画に基づき、

更新しました。 

6.8-11 6.8 安全性 

6.8.2 予測及び評価

の結果 

事業計画について

の追記 

市長意見を踏まえ、事業計

画について追記しました。 

環境保全措置の具

体的な内容の追記 

市長意見を踏まえ、環境保

全措置の具体的な内容を追

記しました。 

6.8-9～6.8-11 
工事関連車両の運

行台数の更新 

最新の工事計画に基づき、

更新しました。 

7-2、7-6～7-7、 

7-12 

７ 

第７章 対象事業に係

る環境影響の総合的な

評価 

事業計画について

の追記 

市長意見を踏まえ、事業計

画について追記しました。 

7-2、7-6～7-7、 

7-9、7-12 

環境保全措置の具

体的な内容の追記 

市長意見を踏まえ、環境保

全措置の具体的な内容を追

記しました。 

7-2 

条例番号の追記 条例番号が付されていない

ものがあるため、追記しま

した。 

7-3、7-5 

大気質地上気象の

観測高さ及び予測

結果の修正 

引用元資料の修正に伴い、

大気質地上気象の観測高さ

及び予測結果を修正しまし

た。 
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表 8.2.1(4) 環境影響評価準備書の記載事項に係る主な修正内容 

評価書のページ 章 節項 修正事項 修正内容及び理由 

7-11 

７ 

第７章 対象事業に係

る環境影響の総合的な

評価 

再生資源使用量に

ついての追記 

再生資源使用量について記

載が不十分であったため、

追記しました。 

7-3、7-6、7-12 予測結果の更新 
最新の工事計画に基づき、

更新しました。 

7-10～7-11 

廃棄物の発生量・再

資源化量及び再生

資源使用量の更新 

最新の工事計画に基づき、

更新しました。 

資 2-1 

資

料

編 

資料２ 予測に用いた

時間帯別交通量 

１．工事関連車両 

工事関連車両の運

行台数の更新 

最新の工事計画に基づき、

更新しました。 

資 3-1～資 3-3 

資料３ 施設の供用中

に設置するトイレ等の

施設規模 

１．施設の利用人数及

び処理能力・汚水量 

設備・施設の処理能

力、講じる措置等の

追記 

市長意見を踏まえ、設備・

施設の処理能力、講じる措

置等を追記しました。 
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